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「第２次大田区環境基本計画」策定支援業務委託の中止について 

 

 

１ 策定支援業務委託の中止について 

大田区環境基本計画は、「大田区基本構想」及び「大田区長期基本計画」の

実現を環境面から支える計画である。このたび大田区長期基本計画が策定延

期となったことから、「第２次大田区環境基本計画」の策定を延期する。 

このため、本年１月の委員会で報告した「『第２次大田区環境基本計画』作

成支援業務委託について」に関し、プロポーザル選定結果に基づく策定支援業

務委託を中止する。 

 

 

 ２ 第２次大田区環境基本計画策定までの対応について 

現大田区環境基本計画（後期）の計画期間が令和３年度末で終了することか

ら、第２次大田区環境基本計画の策定まで区の環境施策を切れ目なく展開す

るため、令和４年度から令和６年度までを計画期間とする（仮称）大田区環境

アクションプランを策定する。 
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